
福島再生加速化交付金（第７０回）の交付可能額通知について 

「福島再生加速化交付金」について、本日、以下のとおり交付可能額を通知します。 

① 帰還・移住等環境整備（第５６回）・・・・・・・・・・・別添１

② 福島定住等緊急支援 【地域魅力向上・発信支援事業（第２１回）】

・・・・・・・・・・・別添２

◆交付可能額について

福島県及び市町村等から提出された事業計画に対して行う交付可能額

は以下のとおりです。 

事業費 １，１０２百万円、国費 ７９６百万円 

うち、帰還・移住等環境整備 

事業費 １，０６０百万円、国費 ７７５百万円 

うち、福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支援事業】 

事業費    ４２百万円、国費  ２１百万円 

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。

 記 者 発 表 資 料 

令和８年６月３０日

復 興 庁 



〇 対象区域
 避難指示を受けた１２市町村等（各事業に応じて対象地域を設定）

交付金の対象

○ 福島の復興・再生に向けた課題を 第３期復興・創生期間で何
としても解決していくという強い決意の下、本格的な復興・再生に
向けた取組を支援。

（参考）「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災から
の復興の基本方針（令和７年６月20日）（抄）

それぞれの地域の実情や特殊性を踏まえながら、特定復興再生拠
点区域を含め避難指示が解除された地域における生活環境の整備、
長期避難者への支援、特定帰還居住区域を始めとする帰還困難区域
の避難指示解除に向けた取組、帰還促進と新たな住民 の移住・定住
の促進、交流人口・関係人口の拡大、福島イノベーション・コースト構
想の推進、事業者・農林漁業者の再建、風評の払拭に向けた取組等
を行う。

福島再生加速化交付金

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○ 長期避難者の生活拠点整備、避難住民の帰還のための生
活拠点整備等に加え、移住・定住の促進、浜通り地域等に
おける担い手拡大等に資する施策を一括して支援すること
により、被災地域の復興・再生を加速することができる。

期待される効果

資金の流れ

交付金の対象 主な事業内容

帰還・移住等環境
整備

○被災１２市町村等への早期帰還・移住等の促進、地域の再生加速化
・生活拠点等の整備（災害公営住宅、市街地の整備等）
・放射線への健康不安・健康管理対策等（個人線量の管理等）
・営農・商工業再開に向けた環境整備（農地・農業用施設、産業団地
の整備等）

・新たな住民の移住等の促進に資する施策

長期避難者生活拠点
形成

○長期避難者向けの公営住宅整備とコミュニティ支援
・長期避難者の生活拠点の形成及び関連基盤整備等（復興公営住宅の
家賃低廉化等）

・復興公営住宅での生活支援（コミュニティ交流員の配置等）

福島定住等緊急支援 ○子育て世帯が早期に帰還し安心して定住できる環境整備等
・子どもの運動機会確保（遊具の更新、地域の運動施設の整備等）
・基幹事業と一体となって効果を増大するソフト施策（プレイリー
ダーの養成等）

○市町村等の創意工夫による風評払拭に向けた取組を支援

既存ストック活用
まちづくり支援

○既存ストック（空き地・空き家等）を活用したまちづくり支援
・既存ストックの有効活用による公的施設等の整備
・復興拠点６町村における既存ストック活用策を検討・協議するため
の官民連携プラットフォームの構築、社会実験の実施

浜通り地域等産業
発展環境整備事業

○福島浜通り地域等における産業発展に向けた環境整備
・福島イノベーション・コースト構想の推進に係る担い手拡大、取組
の周知

・新規の起業、創業に向けたハンズオン支援体制の構築に向けた支援

復
興
庁

県・12市町村等

交付

各
府
省
庁

交付移替え



福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備第５６回》 

の交付可能額通知について 

「福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)」について、本日、以下のと
おり交付可能額を通知します。 

１．交付可能額 

事業費：１，０６０百万円 国費：７７５百万円 
※福島県、６市町村、２組合（１３事業）に対する交付可能額。市町村等別は別紙１のとお

りです。

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。

２．主な交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 

○水道施設整備事業
・浪江町等において、水道施設の整備を行います。

《４６８百万円（３１２百万円）（１町 1組合２事業）》 

○農業基盤整備促進事業
・浪江町等において、農業基盤等の整備を行います。

《４４４百万円（３３８百万円）（２町１村３事業）》 

○原子力災害被災地域事業所整備等支援事業
・大熊町において、産業交流施設の整備を行います。

《４３百万円（３２百万円）（１町１事業）》 

  〇移住・定住促進事業 
・福島県において、12市町村内の移住・定住等の促進に資する取組を支援します。

《１３百万円（１０百万円）（１県１事業）》 

《別紙資料》 
・別紙１：福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備（第５６回）》市町村等別交付可能額
・別紙２：福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備（第５６回）》市町村等別の主な事業
・別紙３：福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備（第５６回）》交付可能額通知対象事業一覧
・別紙４：福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）の概要

（別添１） 

 記 者 発 表 資 料

令和８年６月３０日 

復 興 庁 

本件連絡先：復興庁加速化交付金班 

担当：上野 

電話：０３－６３２８－０２５５ 



【別紙１】 

福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備 

（第５６回）》市町村等別交付可能額 

 （単位：百万円） 

県及び市町村等名 事業費 交付可能額【国費】 

南 相 馬 市 １５ １２ 

楢  葉   町 ６０ ４７ 

大 熊 町 ５２ ４１ 

双  葉  町 ０．９ ０．９ 

浪  江  町 ７２２ ５１７ 

飯  舘 村 １５１ １１６ 

福 島  県 １３ １０ 

双葉地方広域 

市町村圏組合 
０．９ ０．９ 

双葉地方水道企業団 ４６ ３１ 

計 

（県、6市町村及び２組合） 

１，０６０ ７７５ 

注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

  端数処理により、合計と一致しない場合があり得ます。 



福島再生加速化交付金（第７０回）≪帰還・移住等環境整備（第５６回）≫
市町村等別の主な事業

※金額は、【事業費（うち、国費）】です。
※事業番号については、資料【別紙３】参照。

【別紙２】

○事業番号：３７（子育て支援のための拠点施設整備事業）
・地域子育て支援拠点施設整備事業（効果促進事業その２）《新規》

【15百万円（12百万円）】

南相馬市 

大熊町

○事業番号：２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・大熊町学校給食施設食品放射線測定機器整備事業《新規》

【８百万円（８百万円）】

○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備等支援事業）
・大熊町産業交流施設整備事業  【43百万円（32百万円）】

楢葉町

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業 上繁岡松ヶ岡地区外 《新規》

【60百万円（47百万円）】

飯舘村

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業（飯舘西部その２）

【127百万円（98百万円）】

〇事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・飯舘村産業団地整備事業（小宮地区）

【24百万円（18百万円）】

福島県

○事業番号：４９（移住・定住促進事業）
・福島再生加速化交付金市町村交付事業

【13百万円（10百万円）】

双葉地方水道企業団

○事業番号：２０（水道施設整備事業）
・富岡第二産業団地水道管整備事業（小良ヶ浜地区）

【46百万円（31百万円）】

浪江町

○事業番号：２０（水道施設整備事業）
・浪江町水道施設整備事業

【422百万円（281百万円）】

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業（浪江地区）

【257百万円（193百万円）】

双葉地方広域市町村圏組合

○事業番号：２２（放射線測定措置・機器等整備支援事業）
・モニタリングポスト点検校正事業

【0.9百万円（0．9百万円）】



福島再生加速化交付金（第７０回）《帰還・移住等環境整備（第５６回）》
交付可能額通知対象事業一覧

事業番号 事 業 名

１９ 生活環境向上支援事業

２０ 水道施設整備事業

２２ 放射線測定装置・機器等整備支援事業

２３ 個人線量管理・線量低減活動支援事業

３７ 子育て支援のための拠点施設整備事業

４２ 農業基盤整備促進事業

４６ 原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業

４７ 原子力災害被災地域事業所整備等支援事業

４９ 移住・定住促進事業

【別紙３】

（※）各事業メニューの詳細については、復興庁HPをご参照下さい。
URL：https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-17/sub-cat1-17-1/20140314171345.html



復
興
庁

（１）対象区域

避難指示を受けた12市町村等

（２）主な交付対象事業

① 生活拠点整備

災害公営住宅、再生賃貸住宅、道路、小中学校・幼

稚園、市街地等の整備

② 生活環境向上対策

水道施設整備、井戸掘削等

③ 健康管理・健康不安対策

モニタリングポスト整備、個人線量管理、相談員

配置

④ 社会福祉施設整備

介護施設、児童福祉施設、保育所等の整備

⑤ 農林水産業再開のための環境整備

農地・農業用施設、畜産施設、木質バイオマス施

設等の整備

⑥ 商工業再開のための環境整備

産業団地、貸事業所等の整備

⑦ 移住等の促進

自治体支援事業、移住支援事業、起業支援事業

避難指示等を受けた12市町村等において、県・12市町
村等が実施する、住民の帰還や新たな住民の移住・定住
の促進を図るための環境を整備する事業（住民の生活拠
点等の整備、健康管理・健康不安対策、営農・商工業再
開に向けた環境整備、移住等の促進に資する施策）を支
援する。

福島再生加速化交付金
（帰還・移住等環境整備）

事業概要 事業イメージ・具体例

資金の流れ

避難指示等に伴い住民が避難したこと等により復興・
再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域
の復興・再生のための事業をそれぞれの地域が自主的・
主体的に実施することを支援することにより、避難住民
の早期帰還を促進するとともに、新たな住民の移住の促
進や交流・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込む
ことで、地域の再生を加速化させる。

目的・期待される効果

県・12市町村等各
府
省
庁

交付

（注）県を通じた市町村への間接補助、市町村を通じた民間事業者への間接補助も一部あり

※ 別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置あり

移替え 交付

【別紙４】



（別添２）

福島再生加速化交付金（第７０回） 

《福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支援事業】 

（地域情報発信交付金）第２１回》の交付可能額通知について 

 「福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支援事業】） 

（地域情報発信交付金）」について、本日、以下のとおり交付可能額を通知します。 

１．交付可能額 

事業費：４２百万円 国費：２１百万円 

※福島県（１事業）に対する交付可能額。

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。

２．交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 

○ 間接補助事業

福島県において、福島県内の市町村が行う地域の魅力向上・発信事業に対する

補助を実施します。 

《４２百万円（２１百万円）（１事業）》 

《別紙資料》 

・別紙１：地域情報発信交付金の概要

 記 者 発 表 資 料

令和８年６月３０日

復 興 庁 

本件連絡先 

企画・国会・風評リスコミ・広報班 

福嶋、赤澤、三上

電 話：０３－６３２８－０２４８ 



（１）対象自治体
福島県及び福島県内の全市町村（59市町村）

（２）事業メニュー
①【情報発信事業】

ⅰ)風評動向調査
ⅱ)体験等企画実施
ⅲ)情報発信コンテンツ作成

②【人材活用事業】
ⅰ)企画立案のための外部人材の活用
ⅱ)地域の語り部の育成

（３）交付率 １/２※
※ただし、交付限度額と比較していずれか低い額

（別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置あり）

○「第２期復興・創生期間」以降における基本方針 (抄)
１．復興の基本姿勢及び各分野における取組
（１）原子力被災地域

⑦風評払拭・リスクコミュニケーションの推進
福島県の地方公共団体自らが創意工夫により行う風

評払拭に向けた取組について、これまでの取組の効果等
を踏まえ、より効果的な情報発信となるよう見直した上
で強力に支援することにより、徹底した情報発信による
理解醸成を促進する。

○地方公共団体が自らの創意工夫によって行う、復興・創生
に向けた取組や、食品等の安全性等の情報と地域の魅力に
関する情報を併せて発信する取組を支援することにより、
主に福島県外に対して、福島県の復興の現状や安全性、地
域の魅力を継続的に発信する環境整備を支援し、地域が主
体的に情報発信できる体制を整えるとともに、福島県の原
子力災害に起因する風評の払拭を図り、福島の復興・再生
を加速化させることを目的とする。

地域情報発信交付金
（復興庁企画・国会・風評リスコミ・広報班）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○地域の魅力等の情報発信を持続的に実施できる体制づ
くり及び福島県産品等への風評払拭を促進することに
より、福島の復興・再生を加速することが期待される。

期待される効果

復興庁

県

各市町村県

資金の流れ
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